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まちの木

期
限
ま
で
に
納
付
し
ま
し
ょ
う

令
和
７
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
の
送
付

た
場
合
は
、保
険
税
の
軽
減
を
受
け

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。該
当
す

る
場
合
は
、窓
口
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

　

納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
な
い
と

督
促
状
が
発
送
さ
れ
ま
す
。そ
の
後

も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、差
し
押
さ

え
な
ど
の
滞
納
処
分
が
行
わ
れ
る
と

と
も
に
、特
別
療
養
費
の
対
象
に
な

り
、病
院
な
ど
で
の
自
己
負
担
が
10

割
に
な
り
ま
す
。確
実
な
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

 

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

納
め
忘
れ
の
心
配
が
な
く
、還
付
が

発
生
し
た
場
合
も
速
や
か
に
還
付
さ

れ
ま
す
。町
指
定
の
金
融
機
関
窓
口
ま

た
は
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ

ス
か
ら
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９(

直
通)

　

７
月
中
旬
以
降
に
、令
和
７
年
度

の
納
付
書
を
各
世
帯
主
宛
て
に
送
付

し
ま
す
。税
制
改
正
な
ど
で
変
更
が

あ
っ
た
賦
課
限
度
額
や
法
定
軽
減
が

適
用
さ
れ
た
内
容
と
な
っ
て
い
ま

す
。内
容
を
確
認
し
、各
納
期
限
ま
で

に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
シ
ス
テ
ム
改
修
の
都
合
上
、納
付

書
の
送
付
が
例
年
よ
り
も
遅
れ
る
見

込
み
で
す
。ご
理
解
の
ほ
ど
、よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

▼
納
付
方
法

●
口
座
振
替

●
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
納
付

●
電
子
決
済(

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、ｄ
払

い
、ａ
ｕ 

Ｐ
ａ
ｙ)

で
納
付

※
社
会
保
険
な
ど
に
加
入
し
た
場

合
、税
額
を
再
計
算
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。新
し
く
加
入
し
た
社
会
保

険
な
ど
の
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格

情
報
の
お
知
ら
せ
を
用
意
し
、窓
口

ま
で
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

　

倒
産
・
解
雇
や
雇
い
止
め
な
ど
会

社
都
合
で
退
職（
非
自
発
的
失
業
）し

まちの鳥

資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

　

７
月
中
に
各
世
帯
主
宛
て
に「
資

格
確
認
書
」ま
た
は「
資
格
情
報
の
お

知
ら
せ
」を
送
付
し
ま
す
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
人
に

は
、「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」を
お

送
り
し
ま
す
。こ
の
お
知
ら
せ
の
み

で
の
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。医
療
機

関
を
受
診
の
際
は
マ
イ
ナ
保
険
証
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い

人
に
は
、「
資
格
確
認
書(

青
色)

」を

お
送
り
し
ま
す
。医
療
機
関
を
受
診

の
際
は
、「
資
格
確
認
書
」を
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

　

現
在
の
保
険
証
お
よ
び
資
格
確
認

書（
茶
色
）は
、８
月
１
日
以
降
は
使

用
で
き
ま
せ
ん
。保
険
室
へ
返
却
す

る
か
、破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

新
し
い
資
格
確
認
書
・
資
格
情
報
の

お
知
ら
せ
が
届
い
た
ら

　

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、人

数
分
の
資
格
確
認
書
ま
た
は
資
格
情

報
の
お
知
ら
せ
が
あ
る
か
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。70
〜
74
歳
の
人
は
、負

担
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。記
載
内
容
に
誤
り

が
あ
る
時
は
、保
険
室
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、退
職
や
就
職
、転
入
・
転
出

な
ど
に
よ
る
国
保
の
加
入
や
離
脱
に

は
、届
け
出
が
必
要
で
す
。異
動
が

あ
っ
た
日
か
ら
14
日
以
内
に
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。社
会
保
険
加
入

に
よ
る
国
保
離
脱
は
、左
記
二
次
元

バ
ー
コ
ー
ド
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

▲国保離脱の手続
きはこちらから

▲Web口座振替
　受付サービス
  （町ホームページ）
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保
険
医
療
費
の
自
己
負
担
分
を
助
成
し
ま
す

福
祉
医
療
制
度

の
自
己
負
担
分
が
助
成
さ
れ
ま
す
。

　

福
祉
医
療
制
度
は
、皆
さ
ま
の
税

金
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。将
来

に
わ
た
り
維
持
し
て
い
く
た
め
に
、

　

県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
す
る

際
、マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確

認
書
と
一
緒
に
福
祉
医
療
費
受
給
資

格
者
証
を
提
示
す
る
と
、保
険
診
療

まちの花

制
度
の
仕
組
み
や
目
的
を
ご
理
解
の

う
え
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。特
に
他

の
公
費
負
担
医
療
制
度
と
の
併
給
な

ど
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
皆
さ
ま
へ

　

現
在
受
給
資
格
者
証
を
交
付
さ
れ

て
い
る
人
に
は
、７
月
中
に
通
知
を

送
付
し
ま
す
。７
月
31
日
㊍
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

 

重
度
心
身
障
害
者
な
ど
の
皆
さ
ま
へ

　

現
在
受
給
資
格
者
証
を
交
付
さ
れ

て
い
る
人
で
、所
得
制
限
な
ど
に
よ

り
対
象
外
と
な
る
人
に
は
７
月
中
に

通
知
し
ま
す
。継
続
し
て
対
象
に
な

る
人
に
は
、７
月
中
に
新
し
い
受
給

資
格
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

※
所
得
が
確
認
で
き
な
い
な
ど
の
人

に
は
７
月
中
に
通
知
を
送
付
し
ま

す
。来
庁
し
て
申
請
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
所
得
の
確
認
対
象

受
給
資
格
対
象
者
本
人
お
よ
び
同
一

世
帯
の
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者

▼
対
象
所
得

　

給
与
所
得
・
譲
渡
所
得
・
不
動
産
所

得
・
雑
所
得（
年
金
）な
ど

※
障
害
年
金
、遺
族
年
金
な
ど
の
非

課
税
所
得
は
対
象
外
で
す
。

福祉医療制度の対象者
区　分 対象者 新規申請に必要なもの

子ども
※出生および転入
時などに申請

0歳～18歳（18歳に達する日
以後の最初の3月31日まで）

□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

重度心身障害者
など

※適宜更新が必要

所得制限
あり

障害年金１級

□障害者年金証書（有効期限または次
回診断書提出日が確認できるもの）
□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

身体障害者1～3級
※3級は入院のみ

□身体障害者手帳
□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

療育手帳A判定
□療育手帳
□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

特別児童扶養手当１級
□特別児童扶養手当認定通知書など
□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

精神通院医療適用者
※精神通院のみ

□自立支援医療受給者証
□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

母子・父子家庭
など

※更新は１年に１度

○母子・父子家庭で18歳に
達する日以後の最初の3
月31日までの間にある児
童とその扶養者
○父母のいない18歳に達す
る日以後の最初の3月31
日までの児童
※いずれも所得税非課税者
　ただし、事実上の婚姻関係
と同様の事情にある人は
該当しません。

□健康保険資格が確認できるもの（資
格確認書、資格情報のお知らせなど）

□戸籍謄本（本籍地が町外の人）

□令和7年度の所得課税証明書（1月2
日以降に転入した人）

※
窓
口
な
ど
で
個
人
の
収
入
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ
に
は
お
答
え
で
き
ま

せ
ん
。健
康
保
険
情
報
の
変
更
、受
給

資
格
者
証
の
再
交
付
申
請
は
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
で
も
手
続
き
可
能
で

す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

▲受給資格者証の
再交付申請はこ
ちら

▲受給資格の変更届
（健康保険情報の
変更）はこちら
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まちの鳥

新
し
い
資
格
確
認
書
は
茶
色
で
す

後
期
高
齢
者
医
療
資
格
確
認
書
の
更
新

 

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な
い
人

●
限
度
区
分
が
併
記
さ
れ
た
資
格
確

認
書
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る

※
併
記
し
た
い
場
合
は
、役
場
窓
口

で
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
注
意
事
項

●
入
院
時
の
食
事
代
は
、医
療
機
関

で
限
度
区
分
の
確
認
が
で
き
な
い

と
減
額
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
長
期
入
院
該
当
に
よ
る
食
事
代
の

減
額
を
受
け
る
た
め
に
は
役
場
窓

口
で
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
７
１

　

医
療
機
関
で
提
示
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
資
格
確
認
書
が
８
月
１
日
か

ら
茶
色
に
な
り
ま
す
。８
月
以
降
、今

ま
で
の
み
ど
り
色
の
被
保
険
者
証
・

資
格
確
認
書
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

新
し
い
資
格
確
認
書
は
７
月
中
に
マ

イ
ナ
保
険
証（
健
康
保
険
証
と
し
て

利
用
登
録
済
み
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
）の
有
無
に
関
係
な
く
全
被

保
険
者
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
限

度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
」は
廃
止
さ
れ
た
た
め
、す
で
に
各

認
定
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
に

は
限
度
区
分
を
併
記
し
た
資
格
確
認

書
を
郵
送
し
ま
す
。

▼
自
己
負
担
限
度
額
の
適
用
に
つ
い
て

　

次
の
方
法
で
医
療
機
関
の
窓
口
に

お
け
る
一
部
負
担
金
の
金
額
を
自
己

負
担
限
度
額（
下
表
）ま
で
抑
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

 

マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
人

●
医
療
機
関
の
受
付
時
に
マ
イ
ナ
保

険
証
を
提
示
す
る

負担
割合 所　得　区　分 自己負担限度額（月額）

外来（個人） 外来＋入院（世帯）

３割

世帯にいる
被保険者の
住民税課税
所得

現役並み所得者Ⅲ

690万円以上 252,600円＋（医療費-842,000円）×１％
〈多数回140,100円※１〉

現役並み所得者Ⅱ

380万円以上 167,400円＋（医療費-558,000円）×１％
〈多数回93,000円※１〉

現役並み所得者Ⅰ

145万円以上 80,100円＋（医療費-267,000円）×１％
〈多数回44,400円※１〉

２割

一般Ⅱ
18,000円
または

「6,000円+(医療費
-30,000円)×10％」
の低い方を適用

〈年間上限144,000円〉
57,600円

〈多数回44,400円※１〉

①同一世帯に被保険者が1人の場合
　住民税課税所得28万円以上かつ年金収入＋その他の合計所得金額が
　200万円以上
②同一世帯に被保険者が2人以上の場合
　住民税課税所得28万円以上かつ年金収入＋その他の合計所得金額が
　320万円以上

１割

一般Ⅰ 18,000円
〈年間上限144,000円〉上記以外の住民税課税世帯

低所得者Ⅱ

8,000円
24,600円同一世帯の全員が住民税非課税（低所得者Ⅰを除く）

低所得者Ⅰ
15,000円住民税非課税世帯で、世帯全員の所得が０円（年金収入は控除額８０．６７万円

※２で算出し、給与収入は、給与所得控除後さらに１０万円を控除して計算）

後期高齢者医療制度　医療費の自己負担割合・所得区分・自己負担限度額

※１　過去１２カ月の間に、外来＋入院（世帯）の高額療養費の支給を４回以上受けている場合は、４回目から多数回該当となり、限度額が下がります。
※２　令和７年８月１日から施行（施行前は８０万円）
●令和６年１２月３１日時点で世帯主であって、同一世帯に合計所得３８万円以下（給与所得がある場合は、給与所得から１０万円を控除した額）の１９歳未満の世帯員
がいる場合には、世帯員の年齢と人数に応じた額（①１６歳未満は１人につき３３万円②１６歳以上１９歳未満は１人につき１２万円）を住民税課税所得から控除し自
己負担割合、所得区分を判定します。

●３割負担に該当する人のうち、前年（令和6年中）の収入額が次のいずれかに該当し、町で確認できる場合は１割または２割負担となります。
（１）被保険者が世帯に１人で収入額が３８３万円未満
（２）被保険者が世帯に２人以上で、収入額合計が５２０万円未満
（３）被保険者が世帯に１人（収入額３８３万円以上）で、他に７０～７４歳の人がいる場合、その人と被保険者の収入額合計が５２０万円未満

令和８年７月末までの自己負担割合および所得区分は同一世帯の被保険者の令和７年度の住民税課税所得により判定されます。

▲後期高齢者医療資格
確認書
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